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1．はじめに

日本の海辺には総面積約 514 km2 の干潟が存在し 1）、
そこは独自の環境によって育まれた豊富な生物資源
に恵まれ、生物多様性の維持に重要な役割を果たし
ている。また、日本の林野には総面積 23,000 km2

のブナ林が存在し 2）、そこには大型鳥獣から小さな
土壌動物まで多種多様な動物が生息し、食物連鎖が
構成されている。地球上のすべての生物は食物連鎖
によってつながれており、特に生物種の多い場所で
1 種の生物が絶滅すると、その生物を食物にしてい
る 10 ～ 30 種の生物が絶滅の危機に陥ると言われて
いる。そして、干潟やブナ林のような生態系を育む
場所が地球温暖化によって破壊され、そこに生息す
る動植物たちが急速な勢いで絶滅の危機に追いやら
れている。本研究では、地球温暖化対策としての干
潟保全やブナ林保全に関する費用対効果を検討する
際に必要となる貨幣評価原単位の算出を目的とし
て、干潟やブナ林の環境経済価値を計測する。

環境の経済評価について、これまでに旅行費用法
TCM（Travel Cost Method）、ヘドニック価格法
HPM（Hedonic Price Method）、仮想市場評価法
CVM（Contingent Valuation Method）などの手法が
提案されている 3）。

TCM は、「評価対象となる非市場財と密接に関係
する私的財の市場（代理市場）を見つけることができ

れば、その代理市場における消費者余剰の変化分が
その非市場財の変化の評価値を示している」という
弱補完性理論に基づく方法である。したがって、環
境変化の便益は、評価対象財の代理市場における消
費者余剰の増加分で計測される。しかし、TCM で
は環境の直接的利用価値のみしか計測できないとい
う制限がある。

HPM は、「非市場財の価値が代理市場の価格（例
えば、土地市場の地代あるいは地価、労働市場の賃
金など）に資本化する」というキャピタリゼーショ
ン仮説に基づいて、非市場財の変化による代理市場
の価格への影響分をその評価値とする方法である。
なお、HPM が正確であるためには、（1）すべての
個人が同質である（同質性）、（2）個人や企業の移転
が自由である（地域の開放性：open）、（3）その移転
が他の地域に何の影響ももたらさない（環境変化が
地域規模に対して十分に小さいこと：small）、とい
う 3 つの条件が必要とされる。これらは現実的には
大変厳しい仮定であり、「同質性、open、small の
うち、いずれの仮定が成立しなくても、HPM は過
大評価をもたらす」と言われている。

CVM は、経済学における等価余剰 ES（Equivalent 
Surplus）あるいは補償余剰 CS（Compensating Surplus）
の定義に基づいて、直接的に環境変化に対する支払
意思額 WTP（Willingness To Pay）あるいは受取補償
額 WTA（Willingness To Accept compensation）をた
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ずねる方法である。ここで、家計がアンケートに対
して表明した金額には、様々なバイアスが含まれて
いると指摘されている。このバイアス問題は、調査
方法によって評価結果が異なることを意味し、
CVM の信頼性が低いことの原因になっている。

しかし、1989 年に起きたバルディーズ号事故に
よる環境損失の経済評価をはじめとして、近年急速
に CVM 研究が蓄積されている。その一方で、米国
の商務省海洋大気管理局や日本の国土交通省などで
も CVM のガイドラインが整備され 4）－ 8）、CVM が
特に環境事業評価の分野で普及しつつある。本研究
では、干潟やブナ林の環境経済価値を計測するにあ
たり、CVM を採用する。

2．干潟・ブナ林の経済評価に関する既存研究

日本における干潟の経済評価に関する既存研究
は、十分に蓄積されているとは言えないが、主とし
て CVM を採用し、環境資源としての干潟の利用価
値や非利用価値を評価している（表 1）。

鷲田ほか 9）は、藤前干潟（愛知県名古屋市）の環境
経済価値を計測し、名古屋市民の WTP は 10,260 円
／世帯、名古屋市民以外の WTP は 6,555 円／世帯
であること、すなわち干潟に対して認識される価値
が干潟からの距離に反比例すること、また藤前干潟
の総価値が約 2,960 億円であることを示した。

伊藤 10）は、三番瀬（千葉県市川市・船橋市）の環境
経済価値を計測し、周辺 4 市の住民の WTP は

13,672 円／世帯であること、また周辺 4 市における
三番瀬の総価値が約 69 億円であることを示した。

四角ら 11）は、諫早干潟（長崎県諫早市）の環境経済
価値を計測し、諫早市民の WTP は 1,282 円／世帯
／年、長崎市民の WTP は 2,516 円／世帯／年、北
九州市民の WTP は 3,845 円／世帯／年であり、他
の評価事例とは逆に干潟に対して認識される価値が
干潟からの距離に比例することを示した。

安田・川村 12）は、盤州干潟（千葉県木更津市）の環
境経済価値を計測し、木更津市民の WTP は 5,408
円／世帯、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県（木
更津市を除く）の住民の WTP は 4,326 円／世帯、東
京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を除く地域の住民
の WTP は 3,245 円／世帯であること、すなわち干
潟に対して認識される価値が干潟からの距離に反比
例すること、また盤州干潟の総価値が約 1,671 億円
であることを示した。

ここで、CVM における WTP に関する質問は、
（1）どのような支払手段（税金、負担金、寄付金など）
で、（2）どのような支払形式（毎年払い、一括払いな
ど）で、（3）どのような支払単位（世帯単位、個人単
位など）で、（4）いくら支払えるか、という 4 つの側
面で構成されている。これらの支払方法は WTP の
評価結果を左右する要素の一つであるが、表 1 に
示される CVM 研究の支払方法はまちまちであり、
これらの評価結果を同じ土俵で比較検討することは
難しい。

一方、玉置 13）は、TCM により三河湾（愛知県）に
おける潮干狩りのレクリエーション価値を計測し
た。その結果、訪問者一人あたり平均値は年間
4,900 円であり、この数値に愛知県の年間潮干狩り
客数を乗じて求められた総価値が愛知県の年間アサ
リ生産額の 84％に匹敵することを明らかにした。

以上の既存研究は、個別干潟の評価事例にとどま
っている。一方、ブナ林の経済評価に関する報告に
ついてはいまだ見当たらない。本研究では、日本の
地球温暖化対策としての干潟保全およびブナ林保全
に関する検討を念頭に置くことから、前例のない全
国規模の評価を試みる。

3．干潟の経済評価

著者の先行研究 14）において、CVM と TCM によ
り全国の干潟の経済価値を計測した。まず、CVM
による評価では、干潟の生物多様性維持機能の価値
を評価対象とした。その結果、全国の干潟の破壊を
回避するための一人あたりの支払意思額（干潟の環
境経済価値）は、1,599 円／年／人となった。この数
値を社会的割引率 4％で現在価値化すると、一人あ
たりの干潟の環境経済価値は 39,976 円／人となる。
また、これらの数値に日本の総人口 12,774 万人を
掛けると、全国の干潟の環境経済価値は 2,043 億円

研究者
（発表年） 評価対象 評価方法 評価結果

鷲田
ほか 9）

（1998）
藤前干潟

（伊勢湾）
CVM 基金への

負担金

名古屋市民
10,260

名古屋市民以外
6,555

［円／世帯］
伊藤 10）

（2000）
三番瀬

（東京湾） CVM 税金 13,672
［円／世帯］

玉置 13）

（2003） 三河湾 TCM
訪問者
4,900

［円／人／年］

四角
ほか 11）

（2003）
諫早干潟

（諫早湾）
CVM 基金への

寄付金

諫早市民
1,282

長崎市民
2,516

北九州市民
3,845

［円／世帯／年］

安田・
川村 12）

（2004）
盤州干潟

（東京湾）
CVM 基金への

寄付金

木更津市民
5,408

木更津市民以外 1
4,326

木更津市民以外 2
3,245

［円／世帯］
注 1： 木更津市民以外 1：東京都，神奈川県，埼玉県，千葉県（木更津

市を除く）の住民
注 2： 木更津市民以外 2：東京都，神奈川県，埼玉県，千葉県を除く

地域の住民

表 1　干潟の経済評価に関する既存研究．
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／年（51,066 億円）となる。一方、日本の海辺で現在
確認されている干潟の総面積は 514 km2 であること
から、干潟単位面積あたりの環境経済価値は 9,935
円／m2 となる。

ここで、鷲田ら 9）による藤前干潟の価値の評価結
果と比較検討してみる。鷲田らは、本研究と同様に
CVM を用いて、約 2.5 km2 の干潟の保全に対して
一人あたりの支払意思額 6,555 ～ 10,260 円／人を算
出し、総額約 2,960 億円の価値を見出した。これよ
り、単位面積あたりの藤前干潟の価値は 118,400 円
／m2 となり、本研究の評価結果はその 12 分の 1 で
あることがわかる。両者の違いは、評価対象地域の
特定性（全国の干潟：不特定、藤前干潟：特定）、保
全の緊急性（全国の干潟：長期の温暖化問題、藤前
干潟：緊急のゴミ処理問題）などによるものと考え
られる。

一方、TCM による評価では、干潟のレクリエー
ション価値を評価対象とした。その結果、干潟利用
一回あたりのレクリエーション価値は、2,099 円／回
であることがわかった。ここで、玉置 13）による三河
湾における潮干狩りのレクリエーション価値の評価
結果と比較検討してみる。本研究の評価結果（2,099
円／回）は、干潟利用者の平均利用回数が 2.33 回／
人／年であれば、玉置の評価結果（平均 4,900 円／
人／年）と同値となる。したがって、干潟利用者の
平均利用回数が 2.33 回／人／年より少なければ、
本研究の評価結果は相対的に低いと言える。

そして、この原単位を都道府県別の干潟の年間利
用客数（潮干狩り）に掛けることによって、干潟の年
間レクリエーション価値が求められた。その結果、
全国の干潟の年間レクリエーション価値は 47.0 億
円／年となる。この数値を年間 4％の社会的割引率
で現在価値を算出すると、全国の干潟のレクリエー
ション価値は 1,175 億円となる。都道府県別にみる
と、千葉県：12.6 億円／年（315.2 億円）、愛知県：
7.6 億円／年（189.5 億円）、茨城県：6.9 億円／年

（173.2 億円）の順に多く、東京湾や伊勢湾に多く分
布していることがわかった。

4．ブナ林の経済評価

4.1　アンケート調査の実施
2008 年 5 月中旬、全国の成人男女を対象にして

インターネット利用の CVM 調査を実施した。ここ
で、定量分析におけるインターネット調査には、オ
ープン型、クローズ型、セミクローズ型の 3 タイプ
があるが、今回の調査はクローズ型である。被験者
はあらかじめインターネット調査会社に登録してい
る一般人であるため、多様な個人属性を把握するこ
とができ、回収の予測が立てやすいというメリット
がある。今回は、NTT レゾナントと三菱総合研究
所が共同で行っているインターネット調査サービス

「goo リサーチ」を利用した 15）。このサービスは約
200 万人のアンケート専用モニターを有しており、
かつて懸念されていた標本集団の属性分布（インタ
ーネット利用者の年齢・収入・学歴等の分布）の偏
りはほぼ解消されていると思われる。

本調査では、1,193 件の回答が得られた。最初の
回答から最後の回答までの時間は約 96 時間であっ
た。なお、回答者の年齢分布が偏らないようにアン
ケート票を配信し、回答を受信した。回答者の属性
分布（性別・年齢・職業・年収）は以下のとおりであ
る。

【性別】 男性：50.1％、女性：49.9％
【年齢】 20 ～ 29 歳：18.6％、30 ～ 39 歳：20.2％、 
  40 ～ 49 歳：20.2％、50 ～ 59 歳：20.4％、

60 歳以上：20.6％
【職業】  給与所得者：43.8％、自営業者：7.3％、自

由業者：5.4％、主婦・主夫：25.6％、学生：
4.9％、無職：11.0％、その他：2.1％

【年収】 200 万円未満：8.5％、200 ～ 399 万円： 
  20.7％、400 ～ 599 万円：21.8％、600 ～

799 万円：14.1％、800 ～ 999 万円：10.1％、
1000 万円以上：11.7％、未回答：13.1％

4.2　アンケート調査の内容
アンケート調査の表題は「地球温暖化問題に関す

る意識調査」であり、アンケート票の質問内容は以
下のとおりである。

問 1：地球温暖化の問題に対する関心度
問 2：ブナ林の衰退に対する関心度
問 3：ブナ林の衰退を回避するための WTP
ここで、本研究の中心部分は問 3 であり、表 2 に

示すとおりである。評価対象は、日本中のブナ林（約
23,000 km2）であり、その機能（生物多様性維持機
能）の価値に限定した。また、質問形式は「多段階
二項選択（マルチバウンド）」、支払手段は「負担金」、
支払形式は「毎年払い」、支払単位は「個人」とし
た。さらに、それぞれの政策に対する提示金額は、
9 種類（100 円、300 円、500 円、1,000 円、3,000 円、
5,000 円、10,000 円、30,000 円、50,000 円）の 9 種類
とした。

なお、表 2 に示す質問において、政策が実施さ
れない場合の衰退率 X％として、
ケース 1： 全体の 20％（その跡の高木林・低木林への移

行：全体の 10％ずつ）
ケース 2： 全体の 40％（その跡の高木林・低木林への移

行：全体の 20％ずつ）
ケース 3： 全体の 60％（その跡の高木林・低木林への移

行：全体の 30％ずつ）
ケース 4： 全体の 100％（その跡の高木林・低木林への

移行：全体の 50％ずつ）

の 4 ケースを設定した。一方、政策が実施される場
合の衰退率は、すべてのケースで 0％（現状維持）を
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設定した。
4.3　環境経済価値の評価モデル

ブナ林の衰退を回避するための WTP を評価する
ために、個人の効用関数を式（1）で特定化する。式

（1）は、ブナ林の衰退を回避するための政策に対し
て賛成する場合の効用と反対する場合の効用の差
を、個人の「ブナ林の衰退に対する関心度」、政策
の「ダミー変数」または「ブナ林衰退率の減少量」、
個人の「政策に対する負担金」の関数で表現しよう
としたものである。

ΔV ＝ a・x ＋ b・ln（Δr）＋ c・ln（p） （1）

ただし、ΔV：政策に対して賛成する場合の効用
（Vyes）と反対する場合の効用（Vno）の差（Vyes － Vno）、
x：ブナ林の衰退に対する関心度（非常に関心があ
る：1.0、かなり関心がある：0.75、普通に関心があ
る：0.5、少し関心がある：0.25、全く関心がない：
0.0）、Δr：政策によるブナ林衰退率の減少量）、p：
政策に対する負担金、a、b、c：未知のパラメータ。

式（1）のパラメータは、政策に対する賛成あるいは
反対の選択行動（表 2 の質問に対する回答）より推定
される。この選択行動をランダム効用理論の枠組み
で捉えると、各選択肢の理論的選択確率が与えられ
る。このとき与えられる種々の確率モデルのうち、
最も操作性の高いロジットモデルを以下に示す 16）。

Pyes= exp（w・Vyes）+ exp（w・Vno）
exp（w・Vyes）

1＋exp（－w・ΔV）= 1
 （2）

Pno ＝ 1 － Pyes （3）

ただし、Pyes ，Pno：政策に対する賛成・反対の理論
的選択確率、w：ランダム効用の分散パラメータ（一
般的に w ＝ 1 と仮定する）。

式（2）および式（3）の理論的選択確率を用いて選択
結果集合の同時確率関数（尤度関数）を構築する。そ
して、アンケート調査結果のデータを適用し、最尤
法により式（1）のパラメータを推定する。

本研究では、ブナ林の衰退を回避するための
WTP を Pyes となる負担金（WTP の中央値）で評価す
る。すなわち、WTP の中央値は式（1）においてΔV
＝ 0 のときに与えられる。






－ c

a・x + b・ln（Δr）WTPmedian= exp  （4）

4.4　効用関数のパラメータ推定結果
非集計分析による式（1）のパラメータ推定結果は、

表 3 に示すとおりである。ここで、回答者数は

表 3　効用関数のパラメータ推定結果．

パラメータ 推定値（t 値）
a
b
c

2.720（　22.596）
1.314（　37.510）

－ 1.019（－48.815）
的中率 0.818

尤度比 0.418

標本数 9,387

表 2　�ブナ林の衰退を回避するための WTP に関する
質問．

　将来，地球温暖化によってブナ林が衰退して低木林やサ
サ原に変化すると，その機能が著しく低下することが心配
されます．そこで，地球温暖化によるブナ林の衰退を回避
するため，全国民から負担金を徴収して対策に充てるとい
う政策が提案されたと仮定してください．なお，負担金の
徴収は地球温暖化によるブナ林の被害を経済評価するた
めに想定したものであり，実際に負担金を徴収しようとす
るものではありません．そして，
■　 こ の 政 策 が 実 施 さ れ る と ， 日 本 中 の ブ ナ 林（ 約

23,000 km2）が保全される
■　 この政策が実施されないと，日本中のブナ林（約

23,000 km2）の X％が衰退し，その跡の半分が高木林
（全体の X/2％），残りの半分が低木林（全体の X/2％）
になる

と想定してください．
　次の（1）～（9）には，上記の政策を実施するために必要な
負担金の額が示されています．あなたは，（1）～（9）のそれ
ぞれについて，政策の実施に賛成ですか，それとも反対で
すか．あてはまるものを（それぞれ）1 つ選び，番号を○で
囲んでください．なお，この負担金は日本にお住まいの期
間中に負担していただくものであり，その金額分だけあな
たの購入できる別の商品やサービスが減ることを十分念
頭においてお答えください．

（1）政策の負担金が 1 人あたり毎年 100 円の場合
　　1．政策の実施に賛成　　2．政策の実施に反対

（2）政策の負担金が 1 人あたり毎年 300 円の場合
　　1．政策の実施に賛成　　2．政策の実施に反対
：

（中略）
：

（9）政策の負担金が 1 人あたり毎年 50,000 円の場合
　　1．政策の実施に賛成　　2．政策の実施に反対

（10） 上記（1）で「2. 政策の実施に反対」とお答えになった
方にお伺いします．その理由は何ですか．あてはまる
ものを 1 つ選び，番号を○で囲んでください．その他
の場合は，（　　）の中に具体的にお書きください．

　　1． ブナ林を守る政策は必要だと思うが，この政策に
毎年 100 円も支払う価値はないと思うから

　　2．ブナ林を守る政策は必要だと思わないから
　　3． 全国民から負担金を集めるという仕組みに反対だ

から
　　4．これだけの情報では判断できないから
　　5．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
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1,193 人であるが、1 人が 9 回の一対比較質問に答
えていることから、全体の標本数は 10,737 件であ
る。このうち、質問の趣旨を理解していない者（毎
年 100 円の負担金に反対した者の中で「負担のあり
方で反対した者」と「情報不足で反対した者」）、お
よび高額回答者（毎年 30,000 円以上の負担金に賛成
した者）を分析から除外した。その結果、パラメー
タ推定に用いた標本数は 9,387 件（1,043 人）となっ
た。

いずれの推定パラメータについても、帰無仮説が
有意水準 0.0005（t 臨界値 3.291）でも棄却されるこ
とがわかる。また、的中率は 0.818 という十分な値
である。
4.5　環境経済価値の評価結果

ブナ林の衰退を回避するための支払意思額および
ブナ林の環境経済価値は、表 4 に示すとおりであ
る。ここで、表 4 の支払意思額は、前節で構築・
推定された評価モデルを用いて計測したものであ
る。その際、ブナ林の衰退に対する関心度の分布（非
常に関心がある：17.9％、かなり関心がある：30.2％、
普通に関心がある：35.1％、少し関心がある：12.3％、
全く関心がない：4.5％）に基づいて期待値を計算し
た。

また、表 4 の環境経済価値は、先の支払意思額［円
／年／人］に対して、（1）日本の総人口 12,774 万人
を掛ける、（2）社会的割引率 4％で現在価値化する、

（3）政策による衰退回避面積（保全面積）で割る、と
いう手順で計算したものである。その結果、ブナ林
単位面積あたりの環境経済価値は 213 ～ 340 円／m2

となる。前章で計測した干潟単位面積あたりの環境
経済価値 9,935 円／m2 と比較すると、その 1/50 ～
1/30 であることがわかる。
4.6　今後の課題

本研究では、ブナ林の衰退を回避するための
WTP に関する質問において、衰退率を変えた 4 ケ
ースのアンケート票を用意し、被験者はそのうちの
どれか 1 ケースのみを回答することとした。そして、
回収されたデータをケース毎に分析したところ、必
ずしも「衰退回避面積（保全面積）が大きいほど、
WTP が大きい」とは言えず、スコープ無反応性（評
価対象の範囲が大きく変化したにもかかわらず、
WTP が統計学的有意に変化しないこと）が疑われ
た。この点について、本研究は全国規模の環境財を
評価対象としていることから、被験者が巨大な評価

対象を認識しづらいことに起因するものと予想され
る。今後、スコープ無反応性の有無も含め、その原
因を明らかにしたい。

また、年間 WTP を現在価値化する際、現在の日
本の公共事業評価で用いられている社会的割引率 
4％を適用した。しかし、自然環境資源の経済評価
においては低い割引率を使うべきだという意見もあ
り、例えば米国の環境保護庁は 0％を提唱している。
このことについては日本の公共事業評価においても
議論の途上にあり、今後検討したい。

5．まとめ

本研究では、干潟やブナ林の生物多様性維持機能
に焦点を当て、CVM によりその経済価値を計測し
た。その結果、日本の干潟単位面積あたりの環境経
済価値は 9,935 円／m2、またブナ林単位面積あたり
の環境経済価値は 213 ～ 340 円／m2 と推計された。
これにより、地球温暖化によって破壊される干潟や
ブナ林の面積からその経済価値を算出し、温暖化対
策としての干潟保全やブナ林保全の費用便益分析に
関する検討が可能となる。

しかし、本研究で推計した干潟やブナ林の環境経
済価値は非市場価値（市場で取引されないものの価
値）であり、このままでは控え目な費用便益分析に
なる。正確な費用便益分析のためには、それらの市
場価値、すなわち水産物の出荷高（干潟の場合）や木
材の出荷高（ブナ林の場合）なども推計する必要があ
る。
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